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泉佐野市田尻町清掃施設組合 

新ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会 

第２回 議事概要 

 

１ 開催日時：令和５年９月１９日（火） １４時００分～１５時５０分 

 

２ 開催場所：泉佐野市田尻町清掃施設組合 第一事業所 ３階会議室 

 

３ 出席者 

委 員：水谷 聡（会長）、吉田 登（副会長）、池田 直樹（委員）、蓑田 哲生

（委員） 

 事務局：梅谷局長、田平参事、中橋主幹、北野係長、田村主査（泉佐野市田尻町清

掃施設組合） 

 関係者：辻󠄀住民部長、三井生活環境課長（田尻町）、中川環境センタ－長補佐（熊取

町）、松岡部長、池田技術士補（(株)建設技術研究所） 

  傍聴者：４人 

 

４ 次第 

 ⑴ 開会 

 ⑵ 議事 

  ア 施設の規模について 

  イ 事業スケジュ－ルについて 

  ウ 基本設計書（案）について 

  エ ＰＦＩ導入可能性調査について 

 ⑶ その他 

  ア 次回の日程について 

  イ 次回会議の公開の可否について 

 ⑷ 閉会 

 

５ 配布資料 

資料１   排出量比較表 

資料２   原単位比較表 

資料３   施設処理量推計表 
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資料４   施設規模比較表 

資料５   事業スケジュ－ル（全体） 

資料６   事業スケジュ－ル（委員会抜粋） 

資料７   泉佐野市田尻町清掃施設組合新ごみ処理施設整備事業に係る基本設 

      計書（案） 

資料８   泉佐野市田尻町清掃施設組合新ごみ処理施設整備事業に係るＰＦＩ

導入可能性調査 

 

６ 議事概要 

 ⑴ 施設の規模について（資料１ 資料４） 

 ⑵ 事業スケジュ－ルについて（資料５） 

   事務局より、⑴及び⑵に関して併せて説明した。 

  ア 施設の規模について、令和４年度実績のごみ排出量を踏まえて各市町の搬出量

を推計したところ、令和３年度と比べて１市２町分の推計量が約５,０００トン

減少する見込みとなった（資料１）。その推計結果を受けて、施設規模を検討し

たところ、エネルギ－回収推進施設は、１日当たりの処理量が約２６０トンから

約２４０トンに、マテリアルリサイクル施設は、1 日当たり約３３トンから約２

５トンに、ストックヤ－ドは、約７６５平方メートルから約５４５平方メートル

に縮小する結果となった（資料４）。 

  イ 事業スケジュ－ルについて、区画整理事業者が令和６年２月に決定する見込み

である。区画整理事業における造成工事の完成は、造成開始から約３年程度は必

要となる。仮に令和６年１０月に予定地（案）を作成した場合、令和９年１０月

に造成工事が完了するため、新ごみ処理施設の工事開始は、令和９年１０月頃を

想定し、建設・運営事業者の決定に関する手続を進める（資料５）。 

    よって、今回、予定していた施設規模の決定について、区画整理事業の遅延に

よりスケジュ－ルを見直した結果、更に令和５年度分のごみ量等の実績を加味し

ても、事業工程上、問題は生じないということから、施設規模の決定は、令和６

年度に行うこととしたい。 

 

 ≪委員意見≫ 

  ・ 施設規模については、令和６年６月頃までに決定すればよいということで理解

した。併せて、区画整理事業者の決定がずれ込むと、造成等の時期もずれ込んで 
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   くるということも理解した。 

  ・ プラスチック新法では、市町村が再商品化義務まで負う形に法律上なっている

が、現状の方針としては、１市２町で検討中であって具体的には何も進んでいな

いということを理解した。 

  ・ 製品プラ収集が、廃棄物のカロリ－を決めるのに影響するのかという判断を、

来年度の時点で一旦しないといけないので、考えをまとめておく必要がある。ま

た、余りカロリ－に影響がない場合も、説明のできる整理が必要になる。製品プ

ラの方針については、地域計画に盛り込まなければならない。 

  ・ 環境アセスについて、最大規模で調査して、問題がなければ良いということだ

が、アセスが先行して、規模の決定が後になるというのは、本来の形ではないこ

とは認識するべきである。 

  ・ 前回の廃棄物の排出量予測は、かなり過大評価していたと思う。ただし、横ば

いとみなすことが、逆に過小評価になっていないかは、令和５年度のデ－タでし

っかりみていくことが大事である。 

  ・ この資料では、資源ごみの積載のための面積が記載されているが、ストックヤ

－ドのマネジメントでは道路等が含まれるため、全体の面積が大きくなる。また、

設備を設計するときは、積載の分だけではなく、道路関係も考慮した設備の配置

を考える必要がある。 

  ・ 施設規模の決定については、前回、コロナ禍とかインバウンドなどの影響があ

り、イレギュラ－だったこともあるので、引き続き排出傾向を分析し、更に令和

５年度分の１年分の排出傾向も分析した上で、最終的に決定していくことに問題

はないと思う。ただし、製品プラの分別をどのようにしていくのかとか分別スペ

－スとか、ごみ質によるカロリ－の変化など、それらの点について、根拠をきち

んと確認し、精査した上で決定すること。 

  ・ 政策的な方向性は意識すること。今後、ごみ量が基本的に増えていくという要

素は非常に少ない。２０年、３０年の長期に渡る施設としては、焼却は減らして

いこうということになるので、環境負荷をできるだけ減らすこと、予算をできる

だけ使わないということと市民に対する教育効果を充実すること。 

 

 ≪会長まとめ≫ 

   規模に関しては、各委員の意見を参考にし、検討、決定すること。また、事業ス

ケジュ－ルについては、区画整理事業の進捗状況をみながら進めて行かざるを得な
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いという特有の事情があり、その状況次第では、更に遅れるという可能性もあると

いうことだが、事業者候補が決まればすぐに進め、一日も早く建設に取りかかれる

ように事前の準備を日頃から、できるだけ前倒しで進めておくこと。 

 

 ⑶ 基本設計書（案）について（資料７） 

   各項目につき、全体的に概要を説明した。 

  ア 基本設計書（案）の位置付けについて 

  イ エネルギ－回収推進施設における基本設計条件について 

  ウ マテリアルリサイクル推進施設における基本設計条件について 

  エ その他、各施設の基本設計について 

 

 ≪委員意見≫ 

  ・ ＣＯ２の排出について、以前、排出原単位として、１トン当たり焼却したとき

の排出量の上限値のような条件を作ったことがあるが、そのような基準は作らな

いのか。自治体自体が、２０５０年カ－ボンゼロという目標を、政府にあわせて

やっていくに当たり、自治体の直接の排出としては、焼却炉が非常に大きい。Ｌ

ＮＧのことも少し書いてあったが、ＣＯ２対策については、あまり書かれていな

いと感じた。 

  ・ ピット容量の計算では、低質ごみと高質ごみとでは比重の差が出てくるので、

設計のときに比重との関係を考慮する必要がある。また、２段ピットの記載もあ

るが、どういう案配でやるのか、十分に検討すること。 

  ・ 計量の車両台数計算をしているが、マネジメントと連動して考える必要がある。 

 

 ≪会長まとめ≫ 

   基本設計書は、今後の施設整備、発注に必要となる要求水準書の基になるので、

今後、少し時間をかけて、各委員も十分に検討していただきたい。事務局も漏れと

か大きな誤り等がないように注意して進めていくこと。 

 

 ⑷ ＰＦＩ導入可能性調査について（報告）（資料８） 

    ＰＦＩ導入可能性調査の視点として、⑴法令・法制度による適用・制約等の確認、

⑵本事業への参画意欲のある民間事業者の確認、⑶定量的評価、⑷定性的評価の４

つの視点から調査を行った結果、本事業において望ましい事業方式としてＤＢＯ方
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式を選定した。 

 

 ≪委員意見≫ 

  ・ 委員からの意見なし。 

 

 ⑸ その他 

  ア 次回の日程について 

    令和６年３月２８日（木）１４時から泉佐野市田尻町清掃施設組合第一事業所

３階会議室において開催する。 

  イ 次回会議の公開の可否について 

    公開の方法により開催することを決定する。 

 


